
 

 

 

 

 

 

 

 

―令和元年 11 月 25 日（月） に W 認定通知書交付式を開催しました― 

鳥取労働局（局長 丸山
まるやま

陽一
よういち

）は、女性活躍推進法に基づき女性労働者に対する活躍の推進に関する取組

が優良な企業及び次世代育成支援対策推進法に基づき労働者の仕事と子育ての両立を図るために関する取組が

優良な企業として以下の企業を認定しました。 

 

 

１．認定企業と取組 

≪女活法に基づく  えるぼし（3 段階目）認定企業≫ リバードプロダクション株式会社（鳥取市） 

・主な取組     管理職地位に占める女性の人数を2 名以上とする。 

          年次有給休暇の取得率 ７５％ を目標とする。    

 

≪次世代法に基づく くるみん認定企業≫      株式会社 ナレッジサポート（鳥取市） 

・主な取組        計画期間内に育児休業の取得率等を 

        女性社員 ８０％以上、男性社員 1 人以上 とする。 
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“えるぼし” 認定企業  リバードプロダクション㈱  

“くるみん”認定企業   ㈱ナレッジサポート 


